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八千代市自治会連合会会員各位

八千代市自治会連合会

会長粟根秀光

八千代市自治会連合会の会員の皆様には、平素より自治会活動にご理解とご協力

を賜り、心より感謝申しあげます。

令和5年度の八千代市自治会連合会定期総会は、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から、残念ではございますが、中止とさせていただきます。したがいまして、

4年連続で書面による表決とさせていただくことになりました。来年度は会場の感染防

止対策に万全を期して開催に向けて計画したいと思いますので、何卒ご理解とご協力

をお顧い申しあげまt。

国では、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け

を、2類から5類へ変更し、基本的感染対策の新たな考え方を示しております。会員の

皆様におかれましては、くれぐれも注意されて、新しい生活様式を送っていただきます

よう願っております。

さて、八千代市自治会連合会では、令和2年1月に八千代市並びに八千代警察署

と締結した「八千代市地域の安心・安全に関する協定」を、実のある協定にしていくた

めに、新型コロナウイルスの感染拡大で中断していた話し合いを今年度から再開し、

関係強化を図り課題解決を実現していく所存です。さらに、市民の自治会への加入率

アップの課題解決に向けて施策をまとめて参りたいと考えております。

地域の課題の解決や安全・安心な住み良いまちづくりに少しでも寄与できるよう、

今後も自治会が抱える諸課題の解決に向けて、なお一層取弊且んでまいりますので、

ご理解とお力添えをお願いして、私の挨拶とさせていただきます。

今後ともよろしくお願い申しあげます。

挨拶
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令和5年度

自治会推薦
NO.

1

イシイトシオ

石井俊雄
高津自治会

八千代市盧治会連合会被表彰者一覧

2

ナカノトモユキ

被表

中野知之
米本団地自治会

づ者名

3

ミカミミツル

三上満
八千代台東町会

4

ホシヤスオ

星靖夫

北東自治会

5

ウラサキフミオ

浦崎文生
緑町自治会

2014年~2022年書記

6

クマガイアキヨシ

熊谷明純
サンコーボ勝田台自治会

2017年
2018年~現在

事績等

2015年
2016年~現在

2015年
2016年
2017年~2021年
2022年

役員
副会長

2

文化部長
総務広報部長

2018年~現在

総務部長
副会長
会長
監査

2015年~2017年防犯部副部長
20袷年~2019年クリーン推進部副部長
2020年~2022年クリーン推進部長

会計



自治会連合会会長推薦
NO.

ウボテツオ

久保徹男
小板橋東町会

ナカダイコウイチ

中台光一
萱田町区

2

3

カタオカリョウスケ

片岡良輔
グリーンハイツハ千代自治会

4

キタムラクニオ

北村邦雄
高津東1丁目自治会

5

ムラセヨシナオ

村瀬良尚
吉橋南自治会

2011年~2022年会長

6,

シカノコウイチ

鹿野浩一
保品郷区

2010年~2021年会長

7

ウノマサオ

宇野正雄
昭和自治会

2012年~2021年会長

8

2019年~2021年会長

9

2018年~2021年会長

10

2019年~2021年会長

2019年~2021年会長

」
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匝亙区

令和4年度八千代市自治会連合会 事業報告書

年月日

4.4.14 第1回役員会

事業名

福祉センター4階第3・4会議室
(D高津・緑が丘地区の役員等の退会について
(2)肖治会連合会表彰について
(3)令和3年度収支決算及び事業報告について
(4)令和4年度収支予算及び事業計画について
(5)令和4年度役員改選について
(田自治会連合会役員の各種審議会等への就任状況に
ついて

(7泳急会資料の配布のスケジュールについて
(8)自治会連合会の懸案・課題の解消に向けての重点項
目について

(9)近隣7市住民組織代表者会議について(報告)
aのその他

4.5.22

4.6.17

総会

自治連表彰式

内

第2回役員会

容

書面閉催

中止

4 6.23

福祉センター4階研修室
(D総会書面表決の結果について
(2)未定となっている役員について
(3)市政懇談会について

(4)合同研修会(又は講演会)について
(5)自治連だよりについて

(の各種検討部会の設置について
(力令和4年度篤行者表彰について
(8)地区運営会議助成金について
(のその他

自治連だより

編集会議

4 8 3 第3回役員会

4.9.25

福祉センター2階第1会議室
議題:1第45号自治連だより」の編集と発行にっいて
(D編集方針

(2)スケジューノレ

(他,校正会議2 回)

4.10 上旬

自治連だより

第妬号発刊

5.1月末

^

市役所2階第 1・2会議室
(D各地区の市政懇談会について
(2)防犯組合連合会との合同講演会について
(3)自治連だより(第4 5号)の発行について
(4)各種検討部会の設置について
(5)その他

4

市政懇談会

11 2 第1回臨時役員会

作成部数:50,000 部
配布先:自治会員に全戸配布及び回覧、各支所に配布
内容:避難所運営委員会について
各地区と役員会計7回(6ページ参照)

福祉センター4階第3・4会議室
(1)合同講演会の当日役割等にっいて

4



年月日

4.11.14 合同講演会

事業名

4.11.17 第4回役員会

5

市民会館小ホール
演題:r安心・安全な街づくりに活かそう~八千代警察
との連携~」

講師:八千代警察署生活安全課長長沼啓司様
(※防犯組合連合会との合同開催)

5 自治連だより

編集会議

5.1.26

市役所2 階第 1・2会議室
(D令和4年度役員選出について
(2)役員会による市政懇談会について
(3)合同講演会の報告
(4)その他

内

第5回役員会

市役所2階第1会議室
議題:「第46号自治連だより」の編集と発行について
①編集方針
(2)スケジューノレ

(他,校正会議 1回)

5 3.23

容

第6回役員会

福祉センター4階第3・4会議室
a)令和4年度役員選出について
(2)第32回近隣七市住民自治組織代表者会議につい

(3)自治連だよりについて

(4)令和5年度総会日程について
(5)その他

5 3.25 自治連だより

第46号発刊

市役所2階第1会・2議室
(1)令和5年度自治会連合会総会について
(2)令和5年度自治連会長及び役員について
(3)自治連だよりの発行について
(4)近隣七市住民自治組織代表者会議について俳R告)
(5)その他
作成部数:50,000 部
配布先:自治会員に全戸配布及び回覧、市内公共施設
に配布

内容:八千代市自治会支援制度について、交付金制度
に関するアンケート調査結果等
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令和4年度市政懇談会開催状況

八千代台地区

地区名

勝田台地区

睦地区

村上地区

令和 4年10月8日(士) 14:00~

八千代台東南公共センター5階ホール

阿蘇地区

令和 4年10月18日(日) 13

勝田台会館

大和田地区

開催

令和 4年10 河 22日(士) 10:00~

新島田自治会館

役員会

令和 4年10月30日(日) 13

毛;田丁左§ξ§1皇

日

高津・緑が丘地区

令和 4年11月5日(士) 10

米本南集会所

■

令和4年 U 月26日(土) 10:00~

八千代市市民会館3階第4会議室

場

30~

令和5年1月

福祉センター

中止

00~

26日(木)玲 30~

第3・4会議室

00~

、
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※令和4年度は新型コロナウイルスの影響により,本来予定していた会議等の一部が
中止となりました。

地区名

令和4年度地区運営会議開催状況

開催

令和4年4月5日

大和田

令和4年8月20日

日

令和4年9月3日

令和4年10月15日

三役△議

令和4年Ⅱ月26日

・プロック長会議

高津・
緑が丘

令和4年7月24日

・地区会議

主な

令和4年10月2日

・ブロック長会議

令和4年12月10日

・大和田地区市政懇談会

令和5年2月5日

議内容

・高津・緑が丘地区白治会連合会の現在の状況について説明会

睦

令和4年4月24日

・高津・緑が丘地区拘治会連合会代表者会議

令和4年10月22日

・三役会議,デジタノレ回覧について

令和5年3月5日

阿蘇

・高津・緑が丘地区白治会連合会代表者会議

令和4年9月10日

・令和4年度鴎幸地区区長連絡協議会」総会

令和4年Ⅱ月5日

・令和4年度貼埀地区区長連絡協議会」

令禾叫年4月15日

村上

「睦地区区長連絡協議会」役員会

令和4年8月

・阿蘇地区運営会議

令和4年10月30日

・阿蘇地区市政懇談会

令和5年3月15日

・自,治会・町内会長会議開催の件,市政懇談会開催の件

・新体制報告,市政懇談会テーマについて(中止)

・村上地区市政懇談会

市政懇談会

・村上地区役員体制の件

7
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八千代台

令和4年5月24日

令和4年6月20日

令和4年7月23日

令和4年10月8日

「

・総会日程及び打合せ

令手叫年4月17H

・総会

令和4年5月1フヨ

・市政懇談会要望事項について

令和4年7月17日

勝田台

・市政懇談会

・勝自連役員会

令和4年9刈Ⅱ日

・2022年度定期総会

・勝自連第1回会長会議

・八千代市総合防災訓練(中止)

令和4年10月16日

・勝自連第2回会長会議

・ごみ減量化等学習会(中止)

・八千代警察署生活安全課による講演会(中止)

・令和4年度勝田台地区市政懇談会

8



議案第2号

令和4年度八千代市自治会連合会収支決算害

(収入の部)

区分

会費

補助金

予算額A

雑収入

繰越金

1,000,000

合計

300,000

決算額B

(支出の部)

873,380

485,005

増減額B・A

4

300,000

区分

1,785,009

-126,620

総務費

485,005

6

1,658,391

予算額A

43,669世帯X20円

0 八千代市自治会連合会補助金

2
自治連だより広告料

-126,618

195,000

決算額B

利息

(自)令和4年4月1日

(至)令手貼年3河31日

0 前年度繰越金

事業費

説明

増減額B・A

169,904

(単位:円)

1,480,000

-25,096

負担金

総会費

弔慰給付金

役員会費

渉外費

通信運搬費

953,388

事務用消耗品費

交通費

予備費

3,000

説明

0

繰越金

-526,612

30,000

地区運営会議助成金

6

Aヨト

30,000

23,000

3,000

(単位:円)

30,330

自治連だより発行費(2回)

24,009

10,000

印刷代

1,785,009

視察研修会費

16,230

64,052

234,000
(内訳)

大和田地区的,000
高津・緑が丘地区42,000

睦地区15,000
阿蘇地区15,000
村上地区35,000

八千代台地区40,000
勝田台地区28,000

自治連HP維持管理費

0

-20,000

1,958

近隣七市住民自治組織代表者会議負担金

330

475,539

59,495

1,658,391

香典,生花代,振込手数料

0

-6,フ70

44,399

商工会議所創立30周年記念式典

-24,009

会長交通費

475,539

役員交通費

-126,618

560,037

ノ

60,720

9

65,071

33,560
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15,150
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監査報

八千代市自治会連合会規約第7条の規程により,令和4年度八千代市自治会連

合会収支決算書の内容について,帳簿並びに証拠書類を監査した結果,正確であ

ることを認めます

令和5年4月7日

八千代市自治会連合会

事 キ原毛広食

事 争('新毛久 印

,
.

告

野監

監



議案第3号

令和5年度八千代市自治会連合会事業計画

年月

令和5年4月 第1回役員会(20 田

5月 総会(書面開イ櫛

自治会連合会表彰(式は中止)

6月 第2回役員会

地区運営会議助成金交付

7月

事

意見交換会「八千代市地城の安全・安心に関する協定」

加入率向上のための検討会

8月

業

第3回役員会

9月

内

市政懇談会

「自治連だより」第47号発行

10月 市政懇談会

研修会もしくは講演会(防犯連と合同)

U月 市政懇談会

第4回役員会

八千代市篤行者表彰式(23 田

令和6年1月

12月 近隣七市住民自治組織担当者会議(八千代市)

第5回役員会(同日に役員による市政懇談会を実施予定)

近隣七市住民自治組織代表者会議(八千代市)

2河

3月

※新型ニロナウイルスの影響により、延期や中止等になる可能性があります。

第6回役員会

「自治連だより」第絽号発行

11
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議案第4号

令和5年度八千代市自治会連合会収支予算

(収入の部)

区分

会費

補助金

令手叫年度決算額

雑収入

繰越金

ム豊十

(支出の部)

873,380

令和5年度予算額

300,000

区分

485,005

6

総務費

令和4年度決算額

1,658,391

900,000

300,000

45,000世帯X20円

伯)令和5午 4月1日

(至)令和6年3月.31日

64,052

1,958

59,495

44,399

169,904

12

八千代市自治会連合会補助金

475,539

4 預金利子

令手Π5年度予算額

事業費

1,675,543

説明

前年度繰越金

(単位:円)

195,000

953,388

234,000

560,037

60,720

65,071

33,560

負担金

■1■■1■晶三■●三■■三■■1■■●■●●●●●●●■

80,000

5,000

80,000

30,000

弔慰給付金

総会費

役員会費

通信運搬費

事務用消耗品費

渉外費

.冒■.1■..■.冒■晶冒■..■■冒.■....鳳.■

■晶●■●冒■冒●●●冒■■冒●晶ι●●冒●●冒●■ι●●●●●冒●●●昆●.●●●●●.冒●.●●.'●●■●.●●.●●.●'.●.●●'.■■.■...■.●■■■■.■.....●■.■......,..,..,.,

3,000

●●●●●,■●三●晶三●晶三●■島●●三●■●●●●●●●三●●●●●三●●●●●●●■●■●●●●'●●●■●●■●■●●■.■■.■●■.■■.■■'■●■■■.●■N.■■■........卑......,.弔,.,

交通費

1,380,000

説明

30,330

240,000

700,000

160,000

230,000

50,000

■●●●●●■●●■●三●●●●●三●●三●●●●●●●●●三●●●●●三●●■■●●●●■●■●●■■●■■■■■●■.●■■■■■■●■■■●..■..■■1■■■.■■゛■....■三.■三.,,甲.Ξ.,Ξ..Ξ.,

繰越金ノ予備費

10,000

(単位:円)

地区運営会議助成金

自治連だより発行費(午2回)

自治会加入促進パンフレット等印刷代,検討

研修会もしくは講演会,近隣七市会議

自治連HP維持管理費

■●●■●●■●三●●三■●島●●●●●三●●●●●●●●●●●●●■●■●●三●●■●●■■■●■■■■●.●●●●■■.■■.●■■■■..■■■■...■■■.■■.甲■...,.....,Ξ.,..,..,..1..

△釜十

16,230

●●三●●三●●●●●島●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●.●■■■●■■■■,..■■■.●■■■■三■■'■.■■■■■■■..■■.■.■.,..阜,■,,.,,.,..Ξ.,..,Ξ.■三.,Ξ.■..■..

3,000

475,539

15,150

●■■●■●三●●三●●三●●●●●三●●昆●、●●●●三●●●●●三●●●●●ι●●●●●三●■●●●、●■■■■■,■■.■■.■●.■■■.■■■■■.■■直■■W●■■....,..Ξ..三弔.Ξ.......,Ξ.

30,000

1,658,391

●●●昆●■●●●●三●●●●●三●●●●●島●●●●●.●●ι.■●●゛●●■●.゛●■■■.●●'■■.■■,.■■■■...■■●■,.■..■.■■.●■..■.■.,.■,.,..,,■,..Ξ.■,.■三.■,弔

30,000

1,080

近隣七市住民自治組織代表者会議参加費

23,000

香典代・生花代

14,543

20,000

商工会議所賀詞交歓会会費等

1,675,543

3,000

会長交通費

役員交通費



議案第5号

令和5年度八千代市自治会連合会役員改選

各地区選出役員

地区

大和田

高津・緑が丘

睦

阿蘇

伊藤禎造

村上

早川特將

八千代台

廣瀬萬里

勝田台

高橋壯夫

新役員

氏名

長谷川幸雄

安原幸雄

神内景介

関野薫

職名

会長①

粟根秀光

佐藤寛

鎌田豊彦

副会長⑦

小出正雄

欠員

岩瀬浩子

伊藤浩子

粟根秀光

幹事⑧

高橋章夫

岩澤勝利

伊藤禎造

会計①

長谷川幸雄

欠員

新井善久

監事②

神内景介

関根好宣

鎌田豊彦

編集委員⑥

杉山和夫

早川特將

小出正雄

防犯組合連合会
推薦役員④

氏名

安原幸雄

関野薫

岩瀬浩子

※"犯組園' 、'役については、ア制邱艮や役のより手不足tコユ=

議した結果、暫定的に役員以外の方も推薦させて頂きます。

新井善久

計19名

伊藤浩子

伊藤浩子

廣瀬萬里

岩澤勝利

新井善久

関野薫

齋藤幸雄

部長小出正雄

佐藤寛

岩瀬浩子

関根好宣

岩澤勝利

高橋壯夫

高橋章夫

高橋章夫

杉山和夫

佐藤寛

鎌田豊彦
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の"況により、役貝=で



姻的)

第1条この会は、市内における戯台会・町会・区長等(以下泊殆会等」
という。)の相互の連絡協調と親睦を図るとともに、自1台会等における共

通の問題を協議し、も0て市民の自?台意識の高揚を図り、"Ⅲ餅士会の発展

に寄与する二とを目的とする。
俊称)

第2条この会は、八千ft市自1台会連合会と動W、る。

(朝俳吊

第3条この会は、司萄劣所を八千ftテh役ド祈内に置く。
(耶業)

第4条この会は、第1条の目的を逸戎するため、歌の写喋を行う。

(1)戯台会等との連絡協調に関すること。
(2)美イ肖軍動の推進活動に関すること。

(3)自?台会等に関する諸鳥晒を関係機関に対し要望提出すること。
(4)射台会等功労者の表彰に関すること。

(5)市政に文片る協力に関すること。

(田その他この会の冒的を達成するために北腰と認められる亭業

八千代市自治

第 1章 総 則

連合

顧問は会長力袈員会に諮り委載する。

顧問は会長の要請1こ応じ、会議に出席し意見を述べることができる。

規約

保且観

第5条この会は、市内における自治会等をもって総織する。

(役員の定数及U選出方税辨)

第6条との会は、炊の役員を置く。但し、この会の,"各に鑑み、公職選挙
法(昭和25培劃聿第100号)第3条に掲げる公職にある者及び八千ft

市に醐筋tる常勤の職員は役員になることができない。また、役員矧壬中

にその職に赴いた者は、速やかに役員の職をぎ物粧するものとする。
メら、 長 1人工ι式

'△、
副 長 7人ユ茸

事 10人幹

会 計 1人

監事 2人

2 役員は、歌の各地廊追選出ざれた者を総会において選任する。
大和.田地区 3人

高津緑が丘地 区 3人

睦 3人区地

区 3人

区 3人、

'、八千代 地区 3人

勝田台地区3人

3 副会長は、"穎に定める地國追1人ずつ選任する。

4 役員は、頬留することができない。

5 この会は、ハ千tt市防ぢ僻且合連合会との連携,剣ヒ並ぴに単位鹸台会等

の自主β方ぢE活動の啓発、推進を目的として吻E部を設置する。

6 防犯部は、八千{t市吻畷合連合会への選出役員7名により構成され、

亙選により部長を置く。

(役員の耽鵬)

第7条会長は、この会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その瑞霧をイ制モする。

3 幹事は、役員会を*旦織し会務を司る。
4 会哥は、この会の会計を司る。

5 監事は、ごの会の会計を監査する。

(役員のイ子瑚)

第8条役員の{E胡は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、補充さ

れた役員のイ壬期は、館任者の残割套Wとする。

3 イ受員は、任期満了後後任者が尅任するまではその職務を行うものとす
る。

第2章

(会糊

第10条この会の会議は、総会及て斯受員会とtる。

艇会)

総会は、二の会の最高議決機関であって、会贄を納入した痘治会等11

の長をもって構成する。

総会は、定期総会及ひ笥H寺総会とし、会長がこれを召集する。
3 定期総会は、年1回開催する。

4 臨"寺総会は、会長が感婆と認めたとき又は役員若しくは断台会等の長
の3分の1以上の諸求があ0たとき開催する。

5 総会の議長は、その都度総会に翁いて選任する。

(総会の榔即

第12条総会は、欧の卯真を審議する。

(1)燃ヨの制定又1*改廃に関すること。

(2)窮譯度の哥^画に関すること。
(3)卵譯度の収支予算案に関すること。

(4)前年度の亭業報告に関すること。
(5)前年度の収支決算報告に関すること。
(6)役員の選仕吸び承認に関すること。

(フ)その他この会の重要司噸に関ナること。

(役員会)

第13条役員会は、第6条第1項に定める役員をも0て"瓣俄する。
2 役員会は、会長が立要と認、めたとき、又は役員の3分の1以上の請求

があったとき会長が召集する。

3 イ佳員会の議長は、会長をもって充てる。

(役員会の権限)

第14条役員会は、徐の司噸を審議する。

(1)総会の提出議案に関すること。

(2)定期総会の招集に関すること。

(田その{也この会の運営に立要な事眞

2 役員会は、1念会の榔艮に属する宰項で緊急を要するもの1ネ議決の上、
執行できる。

3 盲順の場会、会長1ガ虫やかに報告しなけれぱならない。
{会議の成辺

第15条総会及て般員会は、構成員の2分の1以上が出席(剣壬状を含む)
しなけれι抑戎立しない。

2 菰事は、出席者の過半数て快し司否同数の場合1ネ議長が決する。

組織
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第3章

計

(委1ヨ

第19条この燃向に定めるもののほか、二の会の運営について必要な事項は
会長力新受員会に諮って定める。

晞則

1 この矧耕ネ平成4年5月7日から力断テする。

2 八千ft市区長連合会煽向(a訴47年5月4日)1太廃止する。
附則

1 こ.の繍冉は平成13年4月1日から樹テする。

附則(平成18年5月17日抄ぞ陶

1 との紹辧ネ平成18年5月17臼から施行する。

附則(平成19年5月24日1共調

1 この"狛は雫戎19年5月24日から施f予ナる。
晞則(平成20年5月18日事ぞ調

1 この嬬机よ平成20年5月18日から1桓'f予小る。

晞則(平成21年5月17日"ξ糊

1 と.の規約は羽戎21年5月17日から施イテする。

附則(平成23年5月22日剖ミ翻

1 ご.の規約は羽戊23年5月22日から施行tる。

議

第5章 雑則

鳳問)

9条この会に繭占を置くことができる。

第16条この会の経費は、会費、負担金、舗助金及びその他の収入をも0て

充てる。

絵劃

第17条この会の会費は、各戯台会の会員数に20円を乗じて得た額をt杓入
司、るものと司、る。

(会計年脚

第18条この会の会き樺度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終

わる。

第4章

会会

会

地
地

2
3

蘇
上

会


